
地下水採取規制（神奈川県生活環境の保全等に関する条例）における 

揚水施設のイメージ（水中モーターポンプの場合） 
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＊全揚程＝実揚程＋損失水頭 

 

 実揚程： 蛇口あるいは高架水槽から 

      揚水水位までの距離 

 損失水頭：配管と水との摩擦抵抗 

※対象の揚水施設は、吐出口の断面積が６㎠を超える場合（複数の揚水機または井戸がある場合は合計） 
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揚水機（水中モーターポンプ） 

指定地域内においては、

原動機の定格出力が

2.2kw 以下であること 

※井戸の全揚程が 50ｍ

以深の場合は 3.7kw 以下

であること 

ポンプが停止している時の

水位（地表面からの距離） 

ポンプを運転している時の

水位（地表面からの距離） 

指定地域内においては、断面

積が 22 ㎠以下であること 

吐出口 

指定地域内においては、地表

面からの距離が 100ｍより深

いこと 


